
　　（歳入歳出予算の補正）

　　　ることができる経費は、「第２表繰越明許費」による。

　　　できる事項、期間及び限度額は、「第３表債務負担行為」による。

　　（地方債の補正）

　　第４条　地方債の変更は、「第４表地方債補正」による。

平成１９年度南山城村一般会計補正予算（第５号）

　　　平成１９年度南山城村一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところに

　　よる。

　　（繰越明許費）

　　第２条　地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用す　
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　　第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４０，４８９千円を減額し、

　　　歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，８９３，４３６千円とする。

　　２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

　　　歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

　　（債務負担行為）

　　第３条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることが



歳　　　入

補正前の額 補　正　額 計

365,487 70 365,557

184,628 747 185,375

7,789 130 7,919

9,345 △ 297 9,048

1,710 △ 510 1,200

2,000 500 2,500

2,000 500 2,500

1,600 600 2,200

1,600 600 2,200

33,000 △ 3,000 30,000

33,000 △ 3,000 30,000

81,000 4,800 85,800

81,000 4,800 85,800

22,000 △ 2,000 20,000

22,000 △ 2,000 20,000

21,129 870 21,999

15,709 872 16,581

5,420 △ 2 5,418

59,228 2,848 62,076

36,927 358 37,285

20,780 2,437 23,217

1,521 53 1,574

112,124 △ 9,615 102,509

25,152 △ 235 24,917

72,251 △ 9,232 63,019

14,721 △ 148 14,573

1,086 1,301 2,387

1,086 1,301 2,387

　１４．使用料及び手数料

　１５．国庫支出金

　１６．府支出金

　１７．財産収入

　１．使用料

　２．手数料

　１．国庫負担金

　１．財産運用収入

　１．府負担金

　２．府補助金

　３．委託金

第１表　歳入歳出予算補正

　１．配当割交付金

（単位：千円）

　６．入湯税

　１．利子割交付金

款 項

　１．ゴルフ場利用税交付金

　１．自動車取得税交付金

　２．固定資産税

　　１．村税

　　３．利子割交付金

　　４．配当割交付金

　３．軽自動車税

　４．たばこ税

　　６．地方消費税交付金

　　７．ゴルフ場利用税交付金

　　９．自動車取得税交付金
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　１．地方消費税交付金

　２．国庫補助金

　３．委託金



補正前の額 補　正　額 計

128,766 △ 36,813 91,953

128,766 △ 36,813 91,953

22,272 50 22,322

22,222 50 22,272

102,300 △ 100 102,200

102,300 △ 100 102,200

981,933 981,933

1,933,925 △ 40,489 1,893,436

　１９．繰入金

　１．基金繰入金

補　　正　　さ　　れ　　な　　か　　っ　　た　　款　　項　　に　　係　　る　　額

　１．村債

歳　　　　入　　　　合　　　　計
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（単位：千円）

款 項

　２１．諸収入

　４．雑入

　２２．村債



歳　　　出

補正前の額 補　正　額 計

44,603 △ 1,033 43,570

44,603 △ 1,033 43,570

280,469 △ 19,183 261,286

220,870 △ 15,570 205,300

34,716 △ 3,922 30,794

10,007 △ 68 9,939

14,363 384 14,747

257 △ 7 250

330,289 2,322 332,611

209,866 5,472 215,338

120,423 △ 3,150 117,273

347,846 1,185 349,031

196,331 6,559 202,890

151,515 △ 5,374 146,141

82,043 △ 7,502 74,541

75,882 △ 6,308 69,574

6,161 △ 1,194 4,967

5,242 5,242

5,242 5,242

78,910 2,048 80,958

26,127 25 26,152

51,190 2,035 53,225

1,593 △ 12 1,581

122,679 △ 3,730 118,949

122,679 △ 3,730 118,949

180,806 △ 12,197 168,609

33,386 △ 11,882 21,504

57,620 △ 341 57,279

49,602 △ 48 49,554

　１．農業費

　３．河川費

　　８．消防費

　　１．議会費

　１．社会福祉費

　１．消防費

　２．児童福祉費

　１．商工費

　１．土木管理費

　２．道路橋梁費

　４．選挙費

　６．監査委員費
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　１．教育総務費

　　７．土木費

　　３．民生費

　　７．教育費

　２．小学校費

　　４．衛生費

　　５．農林水産業費

　　６．商工費

　１．保健衛生費

　２．清掃費

　２．林業費

　４．社会教育費

　２．徴税費

　３．戸籍住民基本台帳費

（単位：千円）

　１．議会費

　１．総務管理費

款

　　２．総務費

項



補正前の額 補　正　額 計

2,681 74 2,755

6,047 126 6,173

6,047 126 6,173

449,991 △ 2,525 447,466

449,991 △ 2,525 447,466

5,000 5,000

1,933,925 △ 40,489 1,893,436歳　　　　出　　　　合　　　　計

補　　正　　さ　　れ　　な　　か　　っ　　た　　款　　項　　に　　係　　る　　額

　１０．災害復旧費

　１１．公債費

　１．公債費
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款 項

　５．保健体育費

　２．公共土木施設災害復旧費

（単位：千円）



限度額 起債の方法 利率 償還方法 限度額 起債の方法 利率 償還方法

400 300

102,300 102,200

一般廃棄物収集運搬業務 平成２０年度 14,290

公共施設保守事業 平成２０年度 500

コピー機等賃貸借事業 平成２０年度 4,500

公用車賃貸借事業 平成２０年度 1,700

平成２０年度 630

電算整備事業 平成２０年度 23,000

１．農　業　費 土地改良総合整備事業 6,090

公共土木施設災害復旧事業（単独） 187

2,522

計

（単位：千円）

第４表　地方債補正

起債の目的

第２表　繰越明許費

金　　　　　　額

（単位：千円）

事　　　業　　　名款 項

５．農林水産業費

証書借入又
は証券発行

政府資金等
融通条件に
よる

４．０％以
内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
政府資金及
び公営企業
金融公庫資
金につい
て、利率の
見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

災害復旧事業債

１０．災害復旧費 ２．公共土木施設災害復旧費
公共土木施設災害復旧事業（補助）

第３表　債務負担行為
（単位：千円）

事　　　　　　　項 期　　　　　間 限　　　度　　　額

公共施設警備委託事業

４．０％以
内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
政府資金及
び公営企業
金融公庫資
金につい
て、利率の
見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

補　　　　正　　　　前

政府資金等
融通条件に
よる

補　　　　正　　　　後

証書借入又
は証券発行
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歳入

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位:千円）

　　１．村税 365,487 70 365,557

　　２．地方譲与税 31,000 31,000

　　３．利子割交付金 2,000 500 2,500

　　４．配当割交付金 1,600 600 2,200

　　５．株式等譲渡所得割交付金 1,100 1,100

　　６．地方消費税交付金 33,000 △ 3,000 30,000

　　７．ゴルフ場利用税交付金 81,000 4,800 85,800

　　９．自動車取得税交付金 22,000 △ 2,000 20,000

　１０．地方特例交付金 1,677 1,677

　１１．地方交付税 942,252 942,252

　１２．交通安全対策特別交付金 700 700

　１３．分担金及び負担金 200 200

　１４．使用料及び手数料 21,129 870 21,999

　１５．国庫支出金 59,228 2,848 62,076

　１６．府支出金 112,124 △ 9,615 102,509

　１７．財産収入 1,086 1,301 2,387

　１９．繰入金 128,766 △ 36,813 91,953

　２０．繰越金 5,004 5,004

　２１．諸収入 22,272 50 22,322

　２２．村債 102,300 △ 100 102,200

歳　　　入　　　合　　　計 1,933,925 △ 40,489 1,893,436
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歳出

　１０．災害復旧費 6,047 126 6,173

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

　　１．議会費 44,603 △ 1,033 43,570

　　２．総務費 280,469 △ 19,183 261,286

　　３．民生費 330,289 2,322 332,611

　　４．衛生費 347,846 1,185 349,031

　　５．農林水産業費 82,043 △ 7,502 74,541

　　６．商工費 5,242 5,242

　　７．土木費 78,910 2,048 80,958

　　８．消防費 122,679 △ 3,730 118,949

　　９．教育費 180,806 △ 12,197 168,609

　１１．公債費 449,991 △ 2,525 447,466

　１３．予備費 5,000 5,000

歳　　　出　　　合　　　計 1,933,925 △ 40,489 1,893,436
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（単位:千円）

特 定 財 源
一 般 財 源

補 正 額 の 財 源 内 訳

国 庫 支 出 金 地 方 債 そ の 他

△ 1,033

△ 275 907 △ 19,815

323 144 1,855

△ 2,125 3,310

△ 5,706 214 △ 2,010

△ 150 150

5 2,043

△ 3,730

735 951 △ 13,883

△ 243 △ 100 469

△ 2,525
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△ 7,441 △ 100 2,221 △ 35,169


